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今
年
度
『
市
長
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
ま
ち
づ
く
り
ご
意

見
箱
』
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
の
一
部
を
紹
介
し

ま
す
。

　

な
お
、
寄
せ
ら
れ
た
貴
重
な
ご
意
見
の
す
べ
て
に
市
長

が
目
を
通
し
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

平
成
23
年
11
月
～
平
成
24
年
5
月
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リ　
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ご意見は、郵送のほか各庁舎に設置
されている『まちづくりご意見箱』
（常時設置）へも投函ができます。

● 

狩
野
川
水
系
の
河
川
に
小
水
力
発
電
を

設
置
し
た
ら
ど
う
か
？
（
70
代
・
男
性
）

　

小
水
力
発
電
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ー
ン

で
天
候
に
よ
る
発
電
量
の
変
動
が
少
な
い

と
い
わ
れ
る
一
方
、
ま
だ
国
内
市
場
が
少

な
い
の
で
、
設
置
費
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の

コ
ス
ト
を
考
え
る
と
、
採
算
性
の
問
題
が

あ
る
こ
と
。
ま
た
、
一
級
河
川
水
系
へ

の
設
置
や
発
電
規
模
に

よ
っ
て
は
、
法
的
手
続

き
が
煩
雑
で
時
間
が
か

か
る
こ
と
な
ど
か
ら
導

入
が
伸
び
悩
ん
で
い
る

の
も
現
状
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

全
国
的
に
小
水
力
発

電
が
も
っ
と
普
及
し
て

い
け
ば
、
市
と
し
て
も

将
来
的
に
小
水
力
発
電
を
検
討
し
て
い
く

可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
今
後
も
国
や
県
の

動
向
も
見
な
が
ら
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

有
効
利
用
を
促
進
す
る
よ
う
な
対
策
を
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

担
当　

環
境
衛
生
課

☎
０
５
５（
９
４
９
）６
８
０
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● 

自
転
車
の
ル
ー
ル
、
マ
ナ
ー
に
つ
い
て

広
報
を
し
て
ほ
し
い
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
代
・
女
性
）

　

先
般
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
な
ど
で
も
自
転

車
に
関
す
る
事
故
が
増
加
し
て
い
る
旨
の

報
道
が
さ
れ
、
市
と
し
て
も
啓
発
を
図
る

必
要
が
あ
る
と
判
断
し
、『
広
報
い
ず
の
く

に
』の
平
成
23
年
12
月
号
に
自
転
車
の
ル

ー
ル
・
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
大
仁
警
察
署
な
ど
と
連
携
し
、

自
転
車
の
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
周

知
・
啓
発
を
し
て
い
き
ま
す
。

担
当　

地
域
安
全
課
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● 

防
災
訓
練
の
内
容
が
低
調
で
あ
る
。
東

海
地
震
の
震
度
を
予
測
し
、
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
全
市
同
時
に
実
行
し
て
ほ

し
い
…　
　
　
　
　
　
（
70
代
・
男
性
）

　

現
在
、
市
と
し
て
も
対
策
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
昨
年
12
月
４
日
に

行
な
っ
た
地
域
防
災
訓
練
に
お
い
て
、
各

自
主
防
災
会
に
対
し
、『
災
害
図
上
訓
練
』

の
実
施
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
地
域
住
民
が
地
区
ご
と
の
大

き
な
地
図
を
囲
み
、
災
害
が
発
生
し
た
場

合
の
避
難
所
や
予
想
さ
れ
る
危
険
箇
所
な

ど
を
書
き
込
み
、
地
域
の
課
題
や
そ
の
対

策
を
話
し
合
う
も
の
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の

影
響
も
あ
り
、
市
民

の
防
災
に
対
す
る
意

識
も
高
ま
っ
て
い
る

今
こ
そ
、
よ
り
実
践

的
か
つ
効
果
的
な
訓

練
の
実
施
を
呼
び
か

け
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

担
当　

地
域
安
全
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）１
４
１
２

● 

市
を
あ
げ
て
悪
質
商
法
の
実
態
、
最

近
の
手
口
、
被
害
金
額
な
ど
を
市
民

全
体
に
伝
え
、
被
害
を
な
く
し
て
ほ

し
い
…　
　
　
　
　

 （
50
代
・
女
性
）

　

市
で
は
毎
月
、
市
の
広
報
紙
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に『
あ
な
た
も
狙
わ
れ
る
カ

モ
！
悪
質
商
法
に
ご
用
心
』と
い
う
コ

ー
ナ
ー
を
設
け
、
被
害
の
未
然
防
止
に

向
け
た
情
報
を
、
で
き
る
だ
け
タ
イ
ム

リ
ー
に
お
伝
え
す
る
よ
う
心
が
け
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
県
の
作
成

す
る
高
齢
者
向
け
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
回

覧
や
、
市
内
中
学
校

の
授
業
な
ど
で
悪
質

商
法
へ
の
注
意
を
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
積
極
的
な
呼
び
か
け
を
行

っ
て
い
き
ま
す
。

担
当　

観
光
商
工
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）１
４
８
０

あ
な
た
の
意
見
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

水車を利用した小水力発電

高齢者への啓発教室

災害頭上訓練を行う自主防災会
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情報公開・個人情報保護
お知らせします！平成 23年度の利用状況

　公文書の開示または市が保有する市民の皆さんの個人情報（請求者本人の情
報に限る）の開示等を請求したい人は、総務課までお問い合わせください｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 総務課　☎ 055-948-1411

実施機関
請求
件数

請求
取下げ

処理の状況
全部
開示

部分
開示 不開示 存否応答

拒否
文書
不存在 却下

市　　長 1 0 0 0 0 0 1 0
議　　会 0 0 0 0 0 0 0 0

教育委員会ほか＊ 0 0 0 0 0 0 0 0

小　　計 1 0 0 0 0 0 1 0

＊教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

　平成 23 年度における市の情報公開制度、個人情報保護制度の利用状況および

情報公開・個人情報保護審査会の開催状況は、次のとおりです。

実施機関
請求
件数

請求
取下げ

処理の状況
全部
開示

部分
開示 不開示 存否応答

拒否
文書
不存在 却下

市　　長 25 0 15 9 0 0 1 0
議　　会 0 0 0 0 0 0 0 0
教育委員会ほか＊ 0 0 0 0 0 0 0 0

小　　計 25 0 15 9 0 0 1 0

＊教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

【１】実施機関別公文書の開示の利用状況

【１】実施機関別保有個人情報の開示の利用状況

情報公開制度（公文書開示）

個人情報保護制度

不服申し立て状況

情報公開・個人情報保護審査会の開催状況

( 単位：（単位 : 件）

（単位 : 件）

不服申し立ては、ありませんでした。

【２】保有個人情報訂正請求は、ありませんでした。
【３】保有個人情報の利用停止請求は、ありませんでした。

※ 開示等請求に対して不開示決定や部分
開示決定などがされ、この決定に不服
がある場合に不服申し立てをすること
ができます。

不服申し立てに基づく情報公開・個人情報保護審査
会は、開催されませんでした。
※ 情報公開・個人情報保護審査会とは、この不服申し立てに
対して慎重かつ公正な手続きができるよう学識経験者５人
で構成する実施機関の諮問機関です。

『情報公開制度』は、市民
の皆さんの知る権利を

尊重し、市の諸活動に関する
情報を公開することにより、
皆さんの市政への理解と信頼
を深め、開かれた市政を推進
することを目的としています。

『個人情報保護制度』は、
市が保有する個人情報

の開示、訂正および利用停止
を請求する権利を明らかにす
ることにより、個人の権利利
益を保護することを目的とし
ています。
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